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概 要 【ポイント】
本年も、春の行楽期を迎えるに当たり、山菜採りやハイキングなどで

野山に出かける機会が多くなり、また、冬眠明けのヒグマの活動が徐々
に活発になることから、ヒグマによる人身被害を防止するため「春のヒ
グマ注意特別期間」を設定して、道民の皆様や観光客などへの注意喚起
を行います。

■■■■■「令和７年 春のヒグマ注意特別期間」■■■■■
令和７年（2025年)4月1日（火）から5月31日（土）まで（61日間）

道では、過去にヒグマによる人身被害が特に多く発生している春と秋に、
北海道ヒグマ注意報等発出実施要領に基づき「ヒグマ注意特別期間」を設定
し、道民等への注意喚起に努めているところです。

ヒグマによる人身被害を防ぐためには、ヒグマに出遭わないための基本的
なルールを守ることが重要です。
〈ヒグマに出遭わないための基本的なルール〉
・ 野山に入る前には、市町村などのヒグマ出没情報を確認する
・ 単独行動は避け、複数で行動する
・ 鈴や笛など音の出るものを鳴らす
・ ヒグマのフンや足跡を見たら、すぐに引き返す など

道では、注意特別期間中、次のとおり取り組みます。
・ リーフレットの配布、ポスターの掲示
・ ホームページ、SNSなど各種広報媒体による発信
・ 4月3日(木)～8日(火)に道庁1階においてヒグマパネル展の開催
・ ゴールデンウィークに併せてラジオCMを予定
・ 登山口において、山菜採りや登山客に対して声かけ など

※登山口における取組の具体な日付等については、決定次第別途リリース
します。

参 考 （URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/tyuitokubetukika
n.html）
・ 北海道ヒグマ注意報等の概要
・ ヒグマによる人身被害の発生状況
・ 注意喚起ポスター（A4）

につきましては、右記二次元コードからご覧いただけます。
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